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1
【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差
別がないことを確認している

基本
経営者が常に関与し、また、直接経営者に相談しやすい体
制を整えている。

5.1

5.2

5.5

8.5

8.7

8.8

10.2

10.3

16.1

16.2

16.7

2
【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備
している

基本
就業規則に「服務心得」としてハラスメントの禁止をうたってい
る。また、直接経営者に相談しやすいよう体制を整えている。

5.1

5.2

5.5

8.5

8.8
16.1

3
【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる

基本
社会保険労務士の協力のもと、長時間労働の防止に向けて
取り組みを行っている。

8.5

8.8

4
【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している

基本
現時点で弊社では外国人労働者を雇用していないが、海外
の取引先の現地担当者と応対しているため、差別・人権侵害
がないことを確認している。

4.4
8.7

8.8

10.2

10.3

5
【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる

基本
倉庫等の清掃を常に呼びかけるとともに、安全運転管理者を
置き、自動車の安全運転を徹底している。

3 8

6
【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる

基本 経営者に直接相談できるように体制を整えている。 3

7
【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取
り組んでいる

基本
経営者が女性であり、また、育児中の社員の時短勤務、定年
後の再雇用等、多様な人材が活躍できるよう整備している。

5.1

5.5
8.5

10.2

10.3

8
【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している

基本
全従業員にメール等で研修の通知をし、興味があるものに参
加するように体制を整えている。また、経営者から研修に出る
よう通知することもある。

4 5.5 8 9

9
【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している

基本
原則として全社員正社員として雇用しており、時短勤務等の
社員もいるが、同一労働同一賃金の原則に対応している。

5.5 8.5
10.2

10.3

10
【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる

チャレンジ
毎年健康診断を実施し、適宜経営者と健康相談を行ってい
る。また禁煙運動を行い、喫煙者の禁煙化を図っている。

3 8

11
【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる

基本
燃えるゴミ・燃えないゴミ・資源ごみ等の管理を徹底するととも
に、半期ごとに資源ごみや金属スクラップを産廃処理業者や
金属リサイクルの企業に出している。

11.6 12.4 14.1

12
【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している

基本
【予定】エネルギー使用量を毎月確認し省エネ診断等を行っ
ていきたい。

7.3 　 13

13
【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる

基本
【予定】温室効果ガスの排出量を把握し、社内照明のLED
化、環境負荷の少ない冷暖房器具への買い替え、エコカー
の導入を増やすなどしていきたい。

7.2

7.3
12.4 13.3

14
【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組ん
でいる

基本
卸売業のため何かを製造して有害化学物質を使用すること
は無いが、商材として塗料を扱うことがあるため、毒物劇物一
般販売業登録を行い適切に管理している。

3.9 6.3 11.6 12.4

15
【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している

基本 【予定】道路際の花壇に植栽する 6.6 15

16
【３Ｒの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる

基本
ゴミの削減を呼び掛けるとともに、社内のファイル等のリユース
をしたり、資源ごみや金属スクラップはリサイクル業者に出す
等している。

12.5 14.1

17
【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる

チャレンジ
基本的に飲料としての利用かトイレや掃除の利用しかないが、
節水を呼び掛けている。

6.4

6.6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18
【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している

チャレンジ 3.9 6 7 12 13.3 14 15

19
【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している

チャレンジ 12.6

20
【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる

チャレンジ 7.2 13

21
【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる

チャレンジ 12.2 13 14 15

22
【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している

基本
就業規則に「服務心得」として汚職・贈収賄の禁止をうたって
いる。また日頃から経営者が呼び掛けている。

16

16.5

23
【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している

基本
不正競争行為を含む行動規範を示し日頃から経営者が呼び
掛けている。

16

24
【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる

基本
必要に応じて取引先と知的財産の保護について契約書を交
わし管理している。

8.2

8.3
9

25
【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している

基本
個人情報の記載された書類については鍵のかかる棚に管理
し、データについてはパスワードをかける等して管理している。

  16

26
【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している

チャレンジ サプライチェーンで確認している。 16

27

【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の
防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、
共に取り組んでいる

チャレンジ
サプライヤーから協力依頼や調査が入ることが多く、適宜取り
組んでいる。

5 8 10 12 13 14 15 16 17

28
【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している

基本
仕入メーカー、加工メーカーと密に連携し、不良発生時の対
応を定めるとともに、自社倉庫に在庫を確保し、安定供給を
図っている。

3.9 12.4

29
【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している

基本
仕入メーカーから定期的に情報提供を求めるとともに、毎月
定例の社内会議で情報共有を図っている。

9

30
【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる

チャレンジ 6 12 13 14 15

31
【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる

チャレンジ
【予定】今後、リサイクル銅を使用した製造した製品や、クリー
ンエネルギーを使用して製造した製品を顧客に提案していき
たい

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

製
品
･
サ
ー

ビ
ス

非該
当

チェック項目
取組

レベル

具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。）

主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目

公
正
な
事
業
慣
行

カテ
ゴリ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32
【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している

基本 自治会に加入し、また地域の催事に協賛金を出している。 4 9 11 12 14 15 17

33
【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる

チャレンジ 毎年期末に、その年の利益に応じて寄附を行っている。 4  11 14 15  17

34
【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している

チャレンジ 8 9 11 12 13  

35
【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している

基本
事務所の壁に経営方針五則を掲げている。また社内会議等
で頻繁に経営者が話すようにしている。

8 9 17

36
【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している

基本 適宜経営者が法令遵守をうたっている。 16

37
【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している

基本 経営者が責任者として全て対応するようにしている。 16

38
【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把
握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体）

基本
非上場で株主が限られており、その他のステークホルダーとも
経営者が適切に対応している。

16 17

39
【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している

チャレンジ 16

40
【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動
が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる

チャレンジ 16  

41
【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している

チャレンジ BCPを策定している。 9 11
13

13.1
16

42
【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている

チャレンジ
平成28年に経営者が30代の後継者に代わった。また、今後
の承継計画の作成を検討している。

8 9 17

上記以外で設定した取組項目

具体的な取組 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。）

【記載留意事項】

・「取組レベル」の「基本」の項目のすべてに「具体的な取組」が記載されることが登録の必須条件となります。なお、今回の宣言に合わせて、今後、取り組む予定のものにあっても「具体的な取組」を記載いただければ登録が可能です。（今後、取

り組むものについては、「具体的な取組」の前に【予定】と記載してください。）

・「非該当」欄については、「チェック項目」が事業形態上（個人事業主等）、該当しない場合にチェックし、その理由を「具体的な取組」欄に記載してください。

・「具体的な取組」には、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。

　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。

　（※職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度、消防団協力事業所表示制度など）
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